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は じ め に 

 

 平成 22 年 10 月、本市で「生物多様性条約第 10 回締約国会

議（ＣＯＰ10）」が開催され、時期を合わせて 249 の自治

体・国際機関の参加を得て、「生物多様性国際自治体会議」を

開催しました。 

 

この自治体会議において、大きな環境負荷をかけている自治

体自らが生物多様性の減少を食い止めるために積極的に行動を

起こすことを盛り込んだ「愛知・名古屋宣言」が採択されまし

た。 

 

わたしは、生物多様性をはじめとする環境にやさしい持続可

能ななごやの姿としては、次のようなものではないかと考えて

います。 

 

なごやの森を緑の回廊でつなぎ、小川や地域河川を復活させ

て水の回廊でつなぎ、自然の風を通すための工夫による、冷暖

房のいらないまち 

 

なごやに土・水・緑・風が復活して、あらゆる生命が輝くよ

うなできる限り自然の力を生かしたまち 

 

こうしたまちの形成を進めるためには、まず、わたしたち職

員一人ひとりが具体的に行動することが大切です。 

 

そして、市役所の取組みが、市民の皆さんにも波及して、な

ごやの風土を生かした環境首都の実現につながることを願って

います。 

 

 

名古屋市長    河 村 た か し 
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１１１      計計計画画画策策策定定定ののの背背背景景景ととと趣趣趣旨旨旨   

 

本市は、平成８年に「名古屋市環境基本条例」を制定しました。平成１１年には『名古屋

市環境基本計画』（平成１８年改定）を策定し、環境施策を市民・事業者・行政の三者の

具体的な行動により、総合的に推進してきています。そして現在、『第３次名古屋市環境基

本計画』（以下、「環境基本計画」という。）を策定中です。 

 

環境基本計画を推進していくためには、本市自らが率先して一事業者・消費者として環

境に配慮した行動を実践し、環境への負荷の低減や環境保全・再生を図ることが重要で

す。こうした取組みによって、市民・事業者の自主的、積極的な行動への波及効果が期待

できます。本市ではこれまでも『名古屋市庁内環境保全率先行動計画』（平成９年策定、

平成１４年、平成１９年改定）において、自らの行動計画を定め、取り組んできました。 

 

一方、平成２１年には、『水の環復活２０５０なごや戦略』、『低炭素都市２０５０なごや戦

略』、そして平成２２年には、『生物多様性２０５０なごや戦略』という３つの長期戦略を策定

し、市民の皆様と共有すべき将来の「持続可能な社会」を明らかにしています。 

 

現行の『第３次名古屋市庁内環境保全率先行動計画』は平成２２年度で計画期間が終

了することから、３つの長期戦略で描かれるなごやの将来像を踏まえ、環境基本計画を推

進していくうえで、本市が市民・事業者に率先して取り組むべき行動計画として『名

古屋市役所環境行動計画２０２０』を策定することとしました。 

 

本計画による取組みを推進し、目標を達成するためには、その結果の｢見える化｣などＰ

ＤＣＡサイクルを効果的に回す仕組みも必要となります。そこで、本計画の策定に合わせ、

各職場での取組みや進捗状況を管理する仕組みとして、新たに『なごや環境マネジメン

トシステム（Ｎ-ＥＭＳ）』を構築しました。 
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参照：６ 参考資料 資料１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 『名古屋市役所環境行動計画２０２０』と『なごや環境マネジメントシステム（Ｎ－ＥMＳ）』の位置づけ 
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２２２   基基基本本本的的的ななな考考考えええ方方方 

 

（１）基本方針 

土・水・緑・風が復活し、あらゆる生命が輝く、風土を生かした環境首都をめざします。 

その実現のために、次の４つの環境都市像の方向性に沿った形で事業者としての

取組みを推進します。 

 

【健康安全都市】 

大気と水環境などが良好な状態にあり、健康で安全、かつ快適な生活環境が

保全されているまちをめざします。 

【循環型都市】 

廃棄物などの発生抑制や適正処理、資源の効率的な循環利用が促進され、

天然資源の消費を抑制し、環境への負荷が最小限に抑えられているまちをめざ

します。 

【自然共生都市】 

生態系ネットワークが広がって、健全な水循環が回復し、豊かな水と緑・多様な

生きものが身近に感じられるまちをめざします。 

【低炭素都市】 

化石燃料から再生可能エネルギーへ転換が進むとともに、駅周辺に都市機能

を集積した、少ないエネルギー消費で快適な生活ができるまちをめざします。 

 

 

 

（２）総合目標 

上記の基本方針を踏まえ、以下の目標を設定します。 

 

環境首都の実現にむけ、市民・事業者に率先して環境に配慮し、持続可能な

事務・事業活動を実践する“         ”をめざします。 
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（３）計画期間 

平成２３年度から平成３２年度までの１０年間を計画期間とします。 

（必要に応じて 5 年をめどに見直しを行うものとします。） 

 

 

 

（４）対象範囲 

本計画は、原則本市が直接実施している事務・事業を対象とします。 

なお、取組事項については、本市が一事業者として取り組むものを対象とし、本市

が行う市民、事業者への誘導、規制等の働きかけは含みません。 

 

 

 

（５）計画推進の仕組み 

本計画の策定に合わせ、複数あったマネジメントシステムの一本化を図り、新たに

『なごや環境マネジメントシステム（Ｎ-ＥＭＳ）』を構築します。 

 

 

 

（６）その他 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく地方公共団体実行計

画のうち市の事務・事業に係る計画内容を含むものとします。
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３３３   主主主ななな取取取組組組事事事項項項   

 

健康安全都市、循環型都市、自然共生都市、低炭素都市という４つの方向性から、

「持続可能な都市」をめざした率先行動として、以下の取組みを進めます。 

 

（１）健康安全都市をめざします 

 

① 公用車の利用等に関する取組み 

●公用車の更新等にあたっては、『公用車への低公害・低燃費車の導入方針』に
基づき、低公害・低燃費車を導入するとともに、次世代自動車※１についても導入
を推進します。 

※１ 本計画では低公害・低燃費車のうち、電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、
燃料電池自動車、クリーンディーゼル自動車、ポスト新長期規制適合ディーゼル車をさしま
す。 

●市役所内におけるエコドライブマイスター※２の認定取得およびエコドライブの実践

を推進します。 

※２ 事業所内で積極的なエコドライブの取組みを促進するため、エコドライブの旗振り役となる人

材を名古屋市が認定する制度 

●公共交通機関や自転車の積極的利用、不要不急の自動車の利用を控えるな

ど、自動車の適正使用を推進します。 

●毎月８日の「環境保全の日」は、事務連絡等に使用する公用車は、原則として

使用しません。 

●タイヤ空気圧の調整等の定期的な車両の整備を行います。 

●カーシェアリング等、新たな公用車の利用形態の導入を検討します。 

 

 

 

② 大気・水環境の保全に関する取組み 

●自ら設置するばい煙発生施設等から生じる大気汚染物質の排出量を把握し、

適切に管理を行い、排出量を削減します。 

●自ら設置する特定施設等からの水質汚濁物質の排出量を把握し、適切に管理

を行い、排出量を削減します。 

●市の施設等に使用されている石綿（アスベスト）の状況を把握し、点検・管理を

行い、撤去する際は適切に除去します。 
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③ 市バス事業に関する取組み 

●車両の買い替えにあたっては、アイドリング・ストップ機能が付いたポスト新長期規

制適合ディーゼル車を導入します。 

●デジタルタコグラフ付きドライブレコーダーの活用や研修の実施により、エコドライ

ブを推進し、燃料消費量を削減します。 

 

 

 

④ 下水道事業における水質の改善に関する取組み 

●伊勢湾や市内河川のさらなる水質向上のため、水処理センターにおいて、従来
の下水処理より窒素・りんを多く除去できる高度処理の導入を進めます。 

●合流式下水道は、雨量が一定量を超えると汚れを含む雨水が川へ放流される

ため、雨水滞水池の建設をはじめとする合流式下水道の改善を進め、放流汚

濁負荷の低減を図ります。 

 

 

 

⑤ ごみ処理事業に関する取組み 

●ごみ収集車の更新にあたっては、ハイブリッド車、天然ガス車など、次世代自動

車を導入します。 
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（２）循環型都市をめざします 

 

① 発生抑制・資源化に関する取組み 

●印刷物の印刷部数および配布部数、コピー用紙の利用の適正化を図るとともに、

庁内ＬＡＮや電子メール等の活用により、紙媒体の通知文書や回覧文書等を削

減し、用紙類を削減します。 

●庁舎からのごみの発生抑制に努めるとともに、種類ごとに分別し、資源化を推進

します。 

●庁舎から発生する新聞、雑誌、段ボール、事務用紙類は、すべて内容別に分

類して、資源化を徹底します。 

●庁舎から発生する可燃ごみと生ごみを分別し、生ごみの資源化を図ります。 

●名古屋市グリーン購入ガイドラインで定める指定品目については、基準に適合す

るグリーン商品を購入します。 

●公共工事における資材等の使用にあたっては、名古屋市グリーン購入ガイドライ

ンで定める品目の積極的な使用に努め、実績を把握します。 

●『建設副産物対策の手引き』（名古屋市建設副産物対策協議会）により、公共

工事の計画、設計・積算・発注、施工の各段階において、建設副産物（アスファ

ルト塊、コンクリート塊、建設汚泥、建設発生木材、建設発生土）の再資源化を

推進します。 

●『ゼロエミッションイベント実施要綱』および『ゼロエミッションイベント開催の手引

き』に基づき、本市の主催するイベントや、その実施に市が主体的にかかわるイ

ベントについて、ごみの発生抑制など環境への配慮を実施します。 

 

 

 

② ごみ処理事業に関する取組み 

ごみ処理事業全体については、『第４次一般廃棄物処理基本計画』（平成２０年５

月策定）に基づき、「発生抑制」「分別徹底」「循環処理」の優先順位を踏まえて、市

民・事業者と協働して取組みを推進します。 

そのうち、本計画における率先行動として、次の取組みを行います。 

 

●ごみ処理施設の設備更新時期に合わせ、新技術導入による埋立量削減を進め

ます。 

●溶融スラグ※１、溶融メタル※２を有効利用し、埋立量削減を進めます。 

※１ 溶融スラグ……焼却灰やばいじんを溶融後に水に入れ冷え固まったもの 

※２ 溶融メタル……焼却灰中の金属を溶融後に水に入れ冷え固まったもの 

 

参照：6 参考資料 資料２ 
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（３）自然共生都市をめざします 

 

① 生物多様性の保全および緑化の推進に関する取組み 

●公共施設の緑化面積を確保します。 

●緑化・植栽を行う際は、生物多様性に配慮した種の選定を推進します。 

●旬産旬消、地産地消商品を利用します。 

●森林認証・間伐材パルプ配合紙等、生物多様性に配慮した商品の購入を推進

します。 

●建築物の屋上・壁面や駐車場の緑化による公共施設の緑化を推進します。 

●バイオラング等の先端緑化技術の導入について検討します。 

●水の回廊・緑の回廊や風の道の形成などに資する公共施設の整備について検

討します。 

●公共施設の整備にあたっては、周辺の自然環境や歴史性など地域の特性に配

慮して行います。 

 

 

 

② 水循環の回復と水資源の有効利用に関する取組み 

●透水性舗装、浸透マス、貯留タンク等の設置により、公共施設の雨水流出抑制

等水循環の回復を図ります。 

●建築物の規模・用途に応じて、貯留タンク等の雨水利用設備を導入し、トイレの

洗浄水や散水への使用等雨水利用を推進します。 

●浅層地下水などを活用した水質浄化について検討します。 

●節水型の機器の導入を推進するとともに、職員一人ひとりが水を大切に使うよう

心がけ、無駄な水の使用をなくします。 

 

参照：６ 参考資料 資料３～５
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（４）低炭素都市をめざします 

 

① 温室効果ガス排出量の削減目標の設定 

平成３２年度までに、温室効果ガス※１の総排出量を平成２１年度を基準として、以

下のように削減します。この数値目標の対象範囲については、「エネルギーの使用

の合理化に関する法律」（以下、「省エネ法」という。）に基づき、指定管理施設等を

含みます。 

※１ 二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）、
パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六フッ化硫黄（ＳＦ６）の６種類 

 

Ａ＋Ｂ 

 
対象となる
事務・事業

全体 
一般事務 市バス・ 上下水道 ごみ処理 
事業 地下鉄事業 事業 事業 

１７％減 １９％減 ２０％減 １４％減 削減目標 １７％減 

 

＜内訳＞ 

Ａ 本市の努力による温室効果ガス排出量の削減割合 

 
対象となる事

本市の努
力による削

減割合 

務・事業全体 一般事務
事業 

市バス・
地下鉄事業 

上下水道 ごみ処理
事業 事業 

１１％減 １０％減 １０％減 １２％減 １３％減 

 

Ｂ 電力事業者が温室効果ガスの排出係数を下げることによる削減割合 

対象となる事電気事業
者の努力
による削減

割合 

務・事業全体 一般事務
事業 

市バス・
地下鉄事業 

上下水道 ごみ処理
事業 事業 

６％減 ７％減  ９％減 ８％減 １％減 

 

 

この目標を達成するため、電気の使用量など温室効果ガスの排出に直接つなが

る項目については、各局室区において目標を設定するとともに、施設（課）ごとに施

設の特性に合わせ個別の目標を設定し、取り組んでいくこととしております。

参照：６ 参考資料 資料６～１０ 
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② ハード面における省エネに関する取組み 

●太陽光発電など、新エネルギー設備を導入します。 

●エネルギーを消費する設備の設置にあたっては、エネルギー効率が優れ、かつ、

効率的な使用が可能となる設備を導入します。（コージェネレーション、ＬＥＤ照

明等） 

●建築物の省エネ性能の見える化を図ります。（CASBEE・環境性能表示制度※１

など） 

●ＥＳＣＯ事業※２等、新たな省エネ設備改修の手法を検討します。 

●新築建築物の ZEB※３化など建築物の新たな省エネ技術の導入を検討します。 

●駅そば生活圏※４の形成に資する公共施設の整備について検討します。 

 

 
 
※１ 建物の環境性能表示・・・・建物の環境性能を評価して環境負荷の低減を促すことを目

的として設けられた表示制度。建築物環境配慮制度
「CASBEE（キャスビー）」による評価結果もその一つ 

 
※２ ＥＳＣＯ事業・・・・・・・・・・・・省エネルギーに関する技術、設備、人材、資金等の包括的な

サービスを提供し、その顧客の省エネルギーのメリットの一部
を報酬として享受する事業 

 
※３ ＺＥＢ化・・・・・・・・・・・・・・・・省エネ性能の向上や再生可能エネルギーの活用等により、

年間での一次エネルギー消費量が正味（ネット）でゼロ又は概

ねゼロとなる建築物のことを ZEB（ネット・ゼロエネルギー・ビ

ル）という 

 

※４ 駅そば生活圏・・・・・・・・・・・・駅を中心として歩いて暮らせる生活圏 

 

 

 

③ 行動面における省エネに関する取組み 

●電力のグリーン調達など、環境配慮契約を推進します。 

●執務室のレイアウトを工夫するなど空調等の効率化を図るとともに、扉やブライン

ド等の利用を適切に行い、冷暖房温度設定の適正化を図ります。  

●エコスタイル運動の推進、定時退庁の一層の徹底を図ります。 

●昼休みの消灯、ＯＡ機器のスイッチオフなどにより、電力使用量を削減します。 

●庁内のエレベーターの運転時間を業務上必要最小限の範囲内とし、それ以外

は休止します。

参照：６ 参考資料 資料１１
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④ 公用車の利用等に関する取組み【再掲】 

●公用車の更新等にあたっては、『公用車への低公害・低燃費車の導入方針』に
基づき、低公害・低燃費車を導入し、次世代自動車についても導入を推進しま
す。 

●市役所内におけるエコドライブマイスターの認定取得およびエコドライブの実践を

推進します。 

●公共交通機関や自転車の積極的利用、不要不急の自動車の利用を控えるな
ど、自動車の適正使用を推進します。 

●毎月８日の「環境保全の日」は、事務連絡等に使用する公用車は、原則として

使用しません。 

●タイヤ空気圧の調整等の定期的な車両の整備を行います。 

●カーシェアリング等、新たな公用車の利用形態の導入を検討します。 

 

 

 

⑤ 市バス・地下鉄事業に関する取組み 

ア  市バス事業に関する取組み【再掲】 

●車両の買い替えにあたっては、アイドリング・ストップ機能が付いたポスト新長期規

制適合ディーゼル車を導入します。 

●デジタルタコグラフ付きドライブレコーダーの活用や研修の実施により、エコドライ

ブを推進し、燃料消費量を削減します。 

 

 

 

イ  地下鉄事業に関する取組み 

●車両の購入にあたっては省エネ型の車両を購入します。 

●照明機器、空調設備および昇降機の更新の際には、省エネ型機器の導入を進

めます。
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⑥ 上下水道事業に関する取組み 

ア 水道事業に関する取組み 

●ポンプを使用しない自然流下方式による導水、配水割合を拡大し、電気使用量

の削減を図ります。 

●送水ポンプや変圧器等の設備更新の際に、省エネ型機器の導入を計画的に実

施します。 

●浄水場等へ新たに太陽光発電設備の導入を図ります。 

 

 

 

イ 下水道事業に関する取組み  

●下水汚泥の高温焼却を実施し、二酸化炭素の３１０倍の温室効果を持つ一酸

化二窒素の発生を抑制します。 

●送風機や散気装置等の設備更新の際に、省エネ型機器の導入を計画的に実

施します。 

●汚泥焼却で使用する燃料に都市ガスを採用することにより温室効果ガス排出量

の削減を図ります。 

●下水処理水を熱エネルギー源として有効活用します。 

 

 

 

⑦ ごみ処理事業に関する取組み 

●ごみ収集車の更新にあたっては、ハイブリッド車、天然ガス車など、次世代自動

車を導入します。【再掲】 

●ごみ処理施設の設備更新時期に合わせ、エネルギー効率の高い発電設備を導

入します。 
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４４４   行行行動動動目目目標標標 

 

（１） 健康安全都市をめざします 

項目 平成２１年度実績 平成３２年度目標 

次世代自動車の導入割合 9％ 20％

エコドライブマイスター認定取得者数 135 人 1,000 人

169ｔ※NOｘ排出量 大気汚染の管理 

 COD 10,509kg/日
できる限り削減

水質汚濁の管理 窒素 12,993kg/日

 リン 705kg/日

※ 平成２０年度実績

 
（２） 循環型都市をめざします 

項目 平成２１年度実績 平成３２年度目標 

用紙類使用量の削減 1,647t 5％削減

古紙の資源化率 96.5％

厨房を有する施設等における生ごみ資源化率 86.0％

建設副産物の資源化率 

アスファルト塊 99.9％

コンクリート塊 99.6％ できる限り増加

建設汚泥 99.7％

建設発生木材 95.2％

建設発生土 79.5％

非グリーン購入件数 630 件 できる限り削減

（３） 自然共生都市をめざします 

項目 平成２１年度実績 平成３２年度目標 

緑化の推進 17 箇所 2.0ha 緑化面積の確保

116 件 7,624.5m3雨水流出の抑制 雨水の貯留浸透量の確保

 

（４） 低炭素都市をめざします 

項目 平成２１年度実績 平成３２年度目標 

全体 68.３万 t 17％削減

温室効果ガスの削減 
一般事務事業 16.0 万 t 17％削減

 
市バス・地下鉄事業 14.9 万 t 19％削減

上下水道事業 16.8 万 t 20％削減

ごみ処理事業 20.6 万 t 14％削減

太陽光発電設備の導入 717kw 10,000kw
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＜用語の解説＞ 

 

●次世代自動車・・・本計画では低公害・低燃費車のうち、電気自動車、天然ガス
自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーン
ディーゼル自動車、ポスト新長期規制適合ディーゼル車 

●エコドライブマイスター・・・事業所内で積極的なエコドライブの取組みを促進する
ため、エコドライブの旗振り役となる人材を名古屋市が
認定する制度 

●大気汚染の管理・・・法令に基づき総量規制基準が定められている工場・事業場

から１年間に排出される窒素酸化物（ＮＯｘ）の量 

●水質汚濁の管理・・・法令に基づき総量規制基準が定められている工場・事業場

から１日に排出されるＣＯＤ（化学的酸素要求量）、窒素、リ

ンの量 

 

●古紙・・・不用となった事務用紙、公文書、新聞・雑誌・ダンボールなど 

 

 

 

●非グリーン購入件数・・・名古屋市グリーン購入ガイドラインで定める指定品目に

ついて、基準に適合しない商品を購入した件数。平成２

１年度実績は、購入した指定品目の２％ 

 

●緑化の推進・・・「緑化地域制度」および「緑のまちづくり条例」に基づく、建築敷地

の緑化面積の確保。市の建築物については、民間建築物の基

準に５％上乗せした数値（「６ 参考資料 資料４（P19）」参照） 

●雨水流出の抑制・・・『名古屋市雨水流出抑制実施要綱』に基づき、敷地面積１

００m2 あたり４m3 雨水の貯留浸透量の確保（「６ 参考資料 

資料５（P19）」参照） 

 

●温室効果ガス・・・本計画では、二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒

素（Ｎ２Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）、パーフルオロ

カーボン（ＰＦＣ）、六フッ化硫黄（ＳＦ６）の６種類が対象
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５５５   計計計画画画ののの推推推進進進ととと点点点検検検・・・評評評価価価   

 

（１）計画の推進 

① 推進のための仕組み 

『なごや環境マネジメントシステム（以下、「Ｎ－ＥＭＳ」）』により本計画の推進を図

ります。なお、N-EMS においては各施設におけるエネルギー消費実態の見える化

や管理標準※の設定・運用なども行います。 

 
※ 管理標準・・・・・・・・・・・・・・各施設において省エネ法に基づき作成する設備ごとのエネル

ギー使用合理化のための管理マニュアル 

 

 

 

② 目標の設定 

本計画における目標を達成するため、Ｎ－ＥＭＳにより各局室区において目標を

設定するとともに、施設（課）ごとに施設の特性に合わせ個別の目標を設定し、取

り組んでいくこととしています。 

 

 

 

③ 点検・評価 

● 施設（課）ごとに取組状況を定期的に把握し、目標と取組内容・運用状況

について点検・評価し、目標達成に向けた是正措置や目標の見直しを行い

ます。 

● 各局室区および事業部門ごとに取組状況を定期的に把握し、目標と取組

内容・運用状況について点検・評価し、目標達成に向けた是正措置や目標

の見直しを行います。 

● 本市全体での取組状況を定期的に把握し、目標と取組内容・運用状況に

ついて点検・評価する内部監査を実施し、目標達成に向けた是正措置や目

標の見直しを行います。 

 

 

 

（２）職員等に対する意識啓発 

● 職員に対して計画的に研修等を進めます。
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● 環境に関するシンポジウム、研修会への職員の積極的な参加を図ります。 

● 指定管理者を含む事業者等に対して本計画の目的を適切に伝え、取組みへ

の協力を呼びかけます。 

● 職員行動基準を定め、周知徹底します。 

 

 

 

（３）実施状況の公表 

● 本計画の実施状況については、環境首都づくり推進会議に報告し、審議します。 

● 環境首都づくり推進会議への報告結果を取りまとめ、環境白書、ホームページ

施状況を公表します。 で実

 

 

 

（４）計画の見直し 

本計画の計画期間は１０年間としていますが、本計画の進行状況と社会経済状況

などから判断し、必要に応じて見直しを行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

16 

 



 

６６６   参参参考考考資資資料料料 

 

資料１ これまでの取組み-『第３次庁内環境保全率先行動計画』の概要と実績 

『第 3 次庁内環境保全率先行動計画』の概要と実績 

計画期間 平成１９年度から平成２２年度 

目    標 温室効果ガス排出量を平成１２年度比 16％削減 

対象事業 原則、市直営の事務・事業 

平成１２年度実績   ７７.７万ｔ－CO２ 
実   績 

平成２１年度実績   ６４.９万ｔ－CO２（△ 16.4％削減） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 庁内環境保全率先行動計画による削減努力 
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資料２ 第４次一般廃棄物処理基本計画の概要 

 
第４次一般廃棄物処理基本計画 

基本方針・・・「ごみも資源も、減らす、生かす」 

まず、1.発生抑制 ごみも資源も、元から減らす 

次に、2.分別徹底 ごみも資源も、分けて生かす 

そして、3.循環処理 ごみも資源も、素材に応じて生かす 

挑戦目標・・・平成 32 年度(2020 年度)の目標 

 平成１８年度（実績） 平成３２年度（目標） 

総排出量 １０８万トン １０４万トン 
 資源分別量 ３８万トン ５０万トン 

ごみ処理量 ７０万トン ５４万トン 

埋立量 １０万トン ２万トン 

  

 

 

資料３ 本計画における目標と長期戦略における目標 

長期戦略（対象は市域全体） 本計画の目標 
（対象は市の事務事業） 戦略名 目標 指標 

緑被率 

緑化の推進 生物多様性 
なごや戦略2050 ― 

平成１７年 平成６２年 
（２００５年） （２０５０年） 

24.8％ 40％ 

水収支 
緑被率 

雨水流出抑制 水の環復活 
なごや戦略2050 

宅地の保水性舗装等
透水性舗装 
浸透ますの設置 
雨水タンクの設置 

 平成13年 平成62年 
（２０５０年） （２００１年） 

直接流出 61.5％ 35.6％ 

蒸発散 24.0％ 31.0％ 

浸透・貯留 14.5％ 33.4％ 

温室効果ガス排出量 緑被率  平成２年→平成３２年   ２５％削減 温室効果ガス 低炭素都市 水収支   （１９９０年→２０２０年）  排出量の削減 なごや戦略2050 エネルギー消費量  平成２年→平成６２年   ８割削減 非化石燃料消費量   （１９９０年→２０５０年）     
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資料４ 『緑化地域制度』と『緑のまちづくり条例』 

緑化地域制度（平成２０年１０月３１日施行） 

｢都市緑地法｣に基づき、一定規模以上の敷地を有する建築物の新築や増築を行う

場合に、定められた面積以上の緑化を義務付ける制度 

●対象となる敷地面積 

 ３００㎡（建ぺい率の最高限度が６０％を超える区域では、５００㎡以上） 

●必要な緑化面積 

建ぺい率の最高限度５０％以下の区域      ・・・敷地面積の２０％以上 

建ぺい率の最高限度５０％超６０％以下の区域 ・・・敷地面積の１５％以上 

建ぺい率の最高限度６０％超８０％以下の区域 ・・・敷地面積の１０％以上 

 

緑のまちづくり条例 

第２４条 市は、市が設置し、又は管理する道路、河川、公園、庁舎等の公共用又は

公用の施設の緑化に努めるものとする。 

２ （中略）市が設置する建築物の緑化率の最低限度は、都市計画において定められ

た建築物の緑化率の最低限度（中略）の数値に規則で定める数値を加えたものと

する。 

 

緑のまちづくり条例施行細則 

第２０条の６ 条例第 24 条第 2 項の規則で定める数値は、10 分の 0.5 とする。 

 

 

資料５ 『名古屋市雨水流出抑制実施要綱』と『名古屋市雨水流出抑制実施細目』 

名古屋市雨水流出抑制実施要綱 

第３ 本市施設については、当該施設の敷地内に貯留施設又は浸透施設を設けるこ

とによって雨水流出抑制を行うものとする。 

２ 貯留施設及び浸透施設を設置するにあたっての技術上の基準は別に定める。 

 

名古屋市雨水流出抑制実施細目 

第４ 

２ （中略）敷地面積 100 平方メートル当り４立方メートルの基準を下回る場合は、当

該基準を満たすよう対策を講じるものとする。 
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資料６ 温室効果ガス排出量算定における考え方 

第３次庁内環境保全 名古屋市役所 
項目 

率先行動計画 環境行動計画２０２０ 

計画期間 平成１９年度～平成２２年度 平成２３年度～平成３２年度 

基準年度 平成１２年度 平成２１年度 

原則として、本市が直接実施して

いる事務・事業。ただし省エネ法

に基づき、指定管理施設等も含

みます。 

対象となる 原則として、本市が直接実施して

いる事務・事業 事務・事業 

・市域における温室効果ガス排
出量の算定方法にあわせ、係
数は当該年度※のものを使用
（削減努力分については別途算
定する） 

・本市の削減努力を反映するた
め、平成１１年度（『温室効果ガ
ス排出量算定に関する検討結
果総括報告書：環境庁』）の係
数で固定 

※平成２１年度の電力の排出係数に
ついては、『電気事業者別のＣＯ２
排出係数（２００８年度実績）（平成
２１年１２月２８日公表）』（経済産業
省・環境省）の係数を使用していま
す 。 （ 例 ： 中 部 電 力 （ 株 ）
0.000424t-CO2/kwh）） 

排出係数 

平成３２年度の電力の排出係数に
ついては、中部電力（株）の２０１０年
度 供 給 計 画 に 基 づ く 試 算 値
（0.00037t-CO2/kwh）を使用して
算定しています。 

・『温室効果ガス総排出量算定
方法ガイドライン』（平成１１年７
月）に基づき、廃棄物を直接埋
立てた場合は、その廃棄物の種
類により一定期間メタンが発生
するものとして温室効果ガス排
出量を算出しています。 

・ごみ処理事業において、過去の
埋立分から発生するメタンにつ
いては、『温室効果ガス排出量
算定・報告マニュアル』（環境
省、平成２２年９月）にもとづき、
埋立時に全量発生する算定方
式としました。 

その他 

（温室効果 

ガスの算定

方法等） 
・非化石燃料由来のエネルギー
（廃棄物発電、太陽光発電等）
による売電実績については、本
市の事業活動に伴う温室効果
ガス排出量との相殺はしませ
ん。 

・非化石燃料由来のエネルギー
（廃棄物発電、太陽光発電等）
による売電実績については、本
市の事業活動に伴う温室効果
ガス排出量との相殺はしませ
ん。 
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資料７ 温室効果ガス排出量の削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図３ 温室効果ガス排出量の削減目標 

※ 平成２１年度の実績について、１７頁に示した数値と異なるのは、前頁に示すように『第３次庁内
環境保全率先行動計画』と『名古屋市役所環境行動計画２０２０』では、温室効果ガスの総排
出量の算定方法および対象範囲が異なるためです。 

 

 

 

資料８ 温室効果ガス排出量削減の考え方 

・全事業において、省エネ法に基づき年１％のエネルギー消費原単位削減に向けた設

備更新と省エネ行動などにより温室効果ガス排出量を削減します。 

・市バス・地下鉄事業において、低公害バスや省エネルギ―型車両の導入などによ

り温室効果ガス排出量を削減します。 

・上下水道事業において、下水の高度処理や合流改善、浸水対策に伴い電気使用

量などが増加する一方、下水汚泥の高温焼却、燃料転換や水道事業のエコ運用な

どにより温室効果ガス排出量を削減します。 

・ごみ処理事業において、『第４次一般廃棄物処理基本計画』に基づくごみ処理量の

削減などにより温室効果ガス排出量を削減します。 
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資料９ 平成２１年度の温室効果ガスの排出状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 事務事業別温室効果ガス排出割合 図４ 種類別温室効果ガス排出割合  

図６ 要因別温室効果ガス排出割合 

※四捨五入の関係

上、合計は１００％

になりません。 

※ 『第４次一般廃棄物処理基本計画』の対象範囲および算定方法に基づき算出

すると、ごみ処理事業の温室効果ガス排出量は１６．４万トンとなります。 

図７ 事業別温室効果ガス排出割合 
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資料１０ 『低炭素都市２０５０なごや戦略』との比較 

１ 削減割合を比較する年度について 

 『低炭素都市２０５０なごや戦略』は、平成２年（１９９０年）を基準として目標を

設定しています。一方、本市の事務・事業から排出される温室効果ガス排出量の

算定は平成１２年度に開始しています。そこで、比較する年度については『低炭素

都市２０５０なごや戦略』に実績が掲載されており、本市の事務・事業から排出さ

れる温室効果ガス排出量の実績も存在する平成１７年度から平成３２年度までと

しました。 

２ 対象範囲と排出係数について 

平成１７年度における市の事務・事業からの温室効果ガス排出量の実績につい

ては、『庁内環境保全率先行動計画』の対象範囲において温室効果ガス排出量

を試算しました。 

また、電力の排出係数については、平成１７年度当時および平成２１年度の排

出係数と平成３２年度の試算値を使用して温室効果ガス排出量を算出しました。 

 

その結果、下図のように『低炭素２０５０なごや戦略』については２３％、本市の事務・

事業については２４％の削減割合となっています。 

※ 対象範囲は、『庁内環境保全率先行動計画』の範囲で算出 

※ 電力の排出係数については当該年度の係数を使用して算出 

図８ 温室効果ガス排出の実績と推計値 
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資料１１ 名古屋市中期戦略ビジョン 

施策３７ 地球環境を保全する取り組みを行います 

成果目標 市の施設における太陽光発電の導入量（累計） 10,000kw（平成３２年
度） 
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名名名古古古屋屋屋市市市役役役所所所環環環境境境行行行動動動計計計画画画２２２０００２２２０００   
 

平成２３年３月策定 
平成２５年９月改定 

   

問問問いいい合合合わわわせせせ先先先   名名名古古古屋屋屋市市市環環環境境境局局局環環環境境境活活活動動動推推推進進進課課課   

〒４６０-８５０８ 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

電話番号：０５２-９７２-２６９３  FAX 番号：０５２-９７２-４１３４ 

E-mail：n-ems@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

(この冊子は再生紙を使用しています） 


	●　環境首都づくり推進会議への報告結果を取りまとめ、環境白書、ホームページで実施状況を公表します。

